
 

   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

大町町商工会（法人番号 9300005003562） 

大町町（地方公共団体コード 414239） 

実施期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

目標 

①計画的経営による個社の体質強化 

②新たな商品開発による地域経済の活性化 

③地域経済の持続的発展のための事業承継、創業の推進 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

②中小企業景況動向調査 

４．需要動向調査に関すること 

①新商品開発のための試食会・来場者アンケートの実施 

②商品完成後の購入者へのアンケート調査 

５．経営状況の分析に関すること 

①経営支援ツールを活用した経営分析支援 

６．事業計画策定支援に関すること 

①ＤＸ推進セミナーの開催 

②事業計画策定個別相談会の開催 

③創業セミナーの開催 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定事業者への定期的なフォローアップ支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①新商品開発セミナーの開催 

②商談会・展示会出展支援 

③ＳＮＳ活用支援 

④ＥＣサイト利用推進支援 

連絡先 

大町町商工会 経営支援課 

〒849-2102 佐賀県杵島郡大町町大字福母４１９番地３ 

TEL:0952-82-5555 FAX:0952-82-3662 

E-mail：oomachi@sashoren.or.jp 

大町町役場 企画政策課 

〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町５０１７番地 

TEL:0952-82-3112 FAX:0952-82-3117 

E-mail：shoukou-kankou@town.omachi.saga.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

・立地環境 

大町町は佐賀県のほぼ中央に位置し、面積１１．  

４６㎢と佐賀県内で一番小さな町である。 

町の中央部を東西に国道３４号線（１日の通行台 

数は約２万台以上）が走り、並行して JR佐世保線が 

通っている。線路を境に、北部は商店街や住宅街、 

行政や企業が集積しており、南部は米、麦、大豆、 

キュウリ、イチゴなどの農産物の生産が盛んな農業 

地帯となっている。 

交通アクセスは、県都佐賀市まで車で約３０分、 

長崎自動車道武雄・北方 ICへは１０分と交通の便 

が良く、九州の中核都市である福岡市までは JR 

で約１時間と通勤・通学に適した場所に位置して 

いる。 

 

・人口及び商工業者数の推移 

大町町はかつて炭鉱の町として栄え、昭和３０年代には人口が２４，０００人を超えるなど、

日本一のマンモス小学校を抱えた時代があった。しかし、国内石炭から輸入石油へと国のエネ

ルギー政策の転換により採炭量は年々減少し、昭和４４年に杵島炭鉱が閉山した。これに伴い、

大町町から全国各地へ人口が流出し、現在は最盛期の４分の１近い６，４０９人にまで減少し

ている。なお、町内の商工業者数も同様に減少しており、平成２６年の３１８件から令和２年

で２３８件と６年間で８０件減少している。 

 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

7,147 7,032 6,936 6,836 6,684 6,539 6,409

表Ⅰ－大町町の人口動向（単位：人 住民基本台帳）

 
 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

建 設 業 65 66 67 64 63 49 49

製 造 業 28 25 24 24 24 23 22

卸 売 業 11 9 9 11 12 7 7

小 売 業 82 81 81 72 69 53 49

飲食店・宿泊業 38 36 34 38 37 34 31

サ ー ビ ス 業 81 83 84 86 85 68 64

そ の 他 13 15 15 17 17 14 16

合 計 318 315 314 312 307 248 238

306 301 301 303 300 213 206

商
工
業
者

小規模事業者

表Ⅱ－商工業者数、小規模事業者数の推移 （全国商工会実態調査）

 
 

 



 

- 2 - 

 

また、年齢別人口の割合をみると、図Ⅰのとおり６５歳以上が３５．９％と町民の高齢化が

進んでおり、経営者についても図Ⅱのとおり同様に高齢化が進んでいる。 

 
・地域資源 

大町町には、県内外に知れ渡るほどの有名な観光資源は有していないものの、地域の特産品

販売施設「大町ふるさと館」や 60 度を超す高温の自家源泉を所有する温泉施設「大町温泉ひ

じり乃湯」など、長年地域に親しまれている魅力ある観光資源がある。 

さらに、平成２２年に大町町商工会が中心となり復活させた、炭鉱時代に炭鉱夫から愛され

ていた麺料理「大町たろめん※」が町内４つの飲食店で提供されており、令和２年には復活１

０周年記念イベントの開催により多くの集客で賑わった。土日や祝日には福岡や長崎など近県

から「大町たろめん」を目的に訪れる方も少なくない。 

 

    

（大町ふるさと館）                 （大町たろめん） 

 

※大町たろめんとは、牛骨スープに豚の頭肉、エビ、キャベツ、ニンジン、タマネギ、きくら

げ等の具材がたっぷり入り、味の決め手にショウガが入った、栄養バランスが良くボリュー

ム満点の麺料理。旧杵島炭鉱の労働者に人気があった大町町にしかないご当地グルメで、佐

賀県の地域資源にも認定されている。 

 

・大町町第５次総合計画の引用 

現在は、２つの連続した商店街の中に飲食店や身の回りの品等を扱う昔からの小売店舗があ

り、住宅地にも隣接していることから、利便性も高く、特に高齢者などには安心して買い物が

できる場所となっている。しかし、経営者の高齢化、後継者不足等により衰退の傾向が著しく、

また、車社会の一層の進展、消費者ニーズの高度化、多様化等を背景に、大型店への購買力の

流出が進み、空き店舗が増加するなど、取り巻く環境は一層厳しさを増している。 
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②課題 

   これまで述べた大町町の現状を踏まえ、小規模事業者が大町町で持続的経営を行う上では、下

記のような課題があげられる。 

 

・分析、調査に基づいた経営による経営基盤の強化 

    人口減少・少子高齢化が進む大町町において、小規模事業者が持続的発展を実現するために

は、厳しい外部環境に対応した経営を行っていくことが求められる。そのため、大町町の小規

模事業者においても外部環境・内部環境を適切に把握し、顧客の求める商品・サービスを提供

していくことで売上高の向上を図り、経営基盤の強化に繋げる必要がある。 

 

・特産品開発及び販路開拓 

    大町町には、「大町たろめん」というご当地グルメはあるものの、他に特産と呼べる商品が

ない。しかしながら、町内にはキュウリやイチゴなどの農産物も豊富にあるため、それらを使

った特産品の開発が喫緊の課題である。 

また、過疎化が急激に進む同町においては、店頭販売のみの経営では限界があるため、商談

会や展示会及びＥＣサイトで全国的に販売するために既存商品のパッケージ化などが必要で

ある。 

 

・円滑な事業承継及び新規創業の促進 

 高齢化が進む大町町においては、経営者も例外なく高齢化しており、年々商工業者数も減少

している。そのため、第三者承継を含めた事業承継支援と町内での創業を推し進める取り組み

が必要である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 

    国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「日本の地域別将来推計人口」では、大町町の人

口は２０３５年には現在の人口の約３割減となる４，６２８人まで減少すると予測されてい

る。そのような中で小規模事業者の売上維持・向上を図るため、商談会等による都市部への販

路開拓やＥＣサイト利用の推進を行っていく。支援にあたっては、商談会やＥＣサイトでの販

路開拓を図りやすい食料品を提供できる、管内の飲食店、飲食料品製造業、飲食料品小売業の

事業者を重点的に支援していく。 

    また、小規模事業者の減少・高齢化といった課題を解決するために、事業承継支援に重点的

に取り組み廃業を食い止めるとともに、経済や産業が管内にて循環する社会を構築する。その

ため、商品・サービスの付加価値の向上や生産性の向上など小規模事業者に寄り添った質の高

い経営支援により持続的発展を図っていく。 

     

②大町町総合計画との連動性・整合性 

    大町町総合計画にある「にぎわいと活力あふれるまちづくりの一環として、商工会と連携し、

魅力ある商業環境づくりを進め、商業の活性化を図ります。また、既存企業の体質強化を支援

するとともに、起業支援など地域経済の活性化と雇用の場の確保を図ります。」という部分に

おいて本計画との連動制・整合性を有する。 

 

③商工会としての役割 

    税務指導、金融指導といった一元的な支援に留まらず、巡回訪問を中心とした経営指導員等

による個社への地道な伴走型支援により、小規模事業者の真の経営課題解決に共同で取り組め

る支援体制の構築と職員の資質向上を継続的に実施していく。加えて、創業支援及び事業承継

支援を通じて町内商工業の維持・発展を図っていく。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

 上述した大町町の現状・課題を踏まえて、下記を目標に経営発達支援事業に取り組む。 

①計画的経営による個社の体質強化 

     経営指導員等が専門家と連携し、事業計画策定の支援を行うことで、事業者の計画的経営を

後押しする。さらに、事業計画策定だけでなく実施・見直しなどのフォローアップを伴走型で

支援していくことで管内商工業者の経営基盤の強化に繋げ、売上利益の向上を図る。 

 

②新たな商品開発による地域経済の活性化 

    大町町の地域資源である特産品販売施設「大町ふるさと館」を効果的に活用し、主に飲食店、

飲食料品製造業、飲食料品小売業の小規模事業者を中心に既存商品の見直しや新たな商品開発

を行う。また、「大町たろめん」や開発した商品を大町町の特産品と位置づけ、商談会やＥＣ

サイトを通じて全国に販売することで個社の持続的発展に繋げ、町内経済の活性化を図る。 

 

③地域経済の持続的発展のための事業承継、創業の推進 

    商工業者の減少は町内経済の衰退に繋がるため、経営指導員等による伴走型支援により第三

者承継を含めた円滑な事業承継支援に取り組む。さらに、創業セミナーの開催や参加者へのフ

ォローアップ支援を通じて町内での新規創業の活性化を進め、町内経済の持続的発展を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①計画的経営による個社の体質強化 

経営指導員等による巡回訪問により事業計画策定に取り組む事業者を発掘し、個別相談会等

を活用することで経営分析、事業計画策定支援を行い、事業者の課題解決に取り組む。 

また、一時の課題解決にとどまらず、策定した事業計画の円滑な実行支援や、経営環境の変

化に対応した計画変更などの継続的なフォローアップを行い、経営の発達に向け意欲的な事業

者に、商工会の限られたマンパワーや政策資源を集中投下していく。 

 

②新たな商品開発による地域経済の活性化 

経営指導員等による巡回訪問や窓口相談時に新たな商品開発に取り組む事業者を掘り起こ

し、経営指導員等による支援だけでなくセミナーの開催や専門家による個別相談などを活用し

商品開発から販路開拓まで伴走型で支援する。 

具体的には、大町町の特産品販売施設である「大町ふるさと館」での試食会の開催やアンケ

ート調査の実施により、新商品のブラッシュアップを随時行う。開発した商品については、商

談会（ＢｔｏＢ）やＥＣサイト（ＢｔｏＣ）等を活用した販路開拓及び情報発信の支援を行い、

売上機会の創出を図ることで地域経済の活性化につなげていく。 

 

③地域経済の持続的発展のための事業承継、創業の推進 

経営指導員等による事業承継計画の策定及び第三者承継に向けたマッチング支援等により

町内商工業者の円滑な事業承継を図っていく。また、毎年創業セミナーを開催し、参加者に

は創業後の販路開拓支援など事業が軌道に乗るまで重点的にフォローアップを行い、創業間

もない事業者の経営基盤構築に向けた支援を行う。 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

これまで、全国連が行う中小企業景況調査を活用し、四半期毎に職員が巡回訪問して調査を実

施してきた。調査結果は佐賀県主要経済統計速報など他機関実施の調査と合わせて分析し、中小

企業の経営に活用できるよう地域経済レポートとしてまとめ、小規模事業者の経営状況分析や事

業計画策定の際に活用できるよう四半期ごとにホームページにて公表してきた。 

 

[課 題] 

   これまで実施していた経済動向調査では、各事業者の売上額や客単価などの状況を調査・集計

し、全国版の同一調査と比較したものを公表していたため、景況感の推移を把握するのみで事業

者の経営判断等に活用できていなかった。今後は、生産や人流の動向等事業者の事業計画策定に

活用できるような動向調査の実施・情報提供が必要である。 

   また、これまでは事業者への調査結果の提供をホームページでの公開のみで行っており、公開

した調査結果がどの程度事業者の経営に寄与しているかが把握できていなかったため、ホームペ

ージでの公表だけでなく経営支援時に個社へ提供する必要がある。 
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（２）目標 

 公表方法 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7 年度 R8年度 

①地域の経済動向

分析の公表回数 
ＨＰ掲載 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②景気動向分析の

公表回数 
ＨＰ掲載 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

（３）事業内容 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下

し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システ

ム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。また、事業計画策定等の経営支

援の際に事業者へ直接提供し、事業計画策定支援に活用する。 

【調査手法】経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、地域の経

済動向分析を行う 

【調査項目】・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

 ・「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動き等を分析 

 ・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

 ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

②中小企業景況調査 

管内の景気動向等について、より詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「中

小企業景況調査」の調査票を活用し、経営指導員等が巡回訪問して、管内小規模事業者の景気

動向等について、年４回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者１５社 

（製造業・建設業・卸小売業・飲食業・サービス業から３社ずつ） 

【調査項目】現在の景況感、３か月後の見通し、今期及び来季の設備投資計画、直面してい

る経営上の問題点、自社が感じる業界内の状況 

【調査手法】経営支援員等によるヒアリング 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

（４）成果の活用 

調査結果は商工会で取りまとめ、実施時期ごとに集計・分析した後、商工会ホームページにて

公表し広く周知を図る。更に、経営指導員等が行う経営支援の際に事業者へ提供し、質の高い事

業計画の策定につなげていく。 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

大町町商工会では、町内で定期的に開催されている「大町ふれあい朝市」の来場者約１００名、

町内誘致企業３社の従業員約８００名、大町ふるさと館での商品購入者約１，０００名に対して

店舗の品揃えやサービス内容等に関する顧客ニーズを把握する調査を実施してきた。しかし、こ

れまで行ってきた調査では、需要動向より店舗そのものに対する顧客ニーズ調査のウエイトが高

くなっていたため、商品についての顧客ニーズをとらえるには乏しい調査内容となっていた。 
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[課 題] 

   これまで実施していた調査内容では、顧客の需要動向を把握するには不十分であるため、商品

の甘さ、辛さなどの「五味」や、「硬さ」、「価格」、「パッケージ」など、商品力強化に直結する

ような内容でのアンケート調査を行うことで、消費者・バイヤーに選ばれるような商品を作り出

していく必要がある。 

   また、調査結果の分析についても単なる集計結果のみであったため、分析内容が不十分であっ

た。 

 

（２）目標 

実施内容 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

①新商品開発の調査

対象事業者数 
― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

②商品アンケート調

査実施事業者数 
― ２者 ４者 ６者 ６者 ６者 

 

（３）事業内容 

①新商品開発のための試食会・来場者アンケートの実施 

特産品を活用した新商品を開発するため、国道３４号線沿いに立地する特産品販売施設「大

町ふるさと館」において、新商品開発セミナー参加者の試作品提供およびアンケート調査を行

う。調査結果は分析し事業者にフィードバックすることで、新商品開発につなげる。また、当

該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

【調査手法】 

（情報収集）新商品の試作品が完成次第、「大町ふるさと館」にて来場客に開発中の商品

を店頭で試食してもらい、経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記

入する。 

（情報分析）調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を

行う。 

【サンプル数】来場者１５人／者 

【調査項目】①おいしさ、②五味、③硬さ、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、⑦ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 等 

【調査結果の活用】調査結果は、経営指導員等が事業者に直接説明する形でフィードバック

し、商品の更なる改良等を行う。 

 

②商品完成後の購入者へのアンケート調査 

ＥＣサイト等を通じて新商品を購入した方に対し、“評価できる点”“改善が必要な点”など

について聞くアンケート調査を商品発売後３年間にわたって実施する。調査結果は分析し事業

者にフィードバックすることで、新商品の改良につなげる。 

【調査手法】 

（情報収集）完成した商品の販売時に、ＥＣサイトでの販売であれば、ＷＥＢ上でのアン

ケートまたは商品発送の際にアンケートを同封し調査を実施する。店頭で購

入された方に対しては、アンケート票を直接手渡し調査を実施する。 

（情報分析）調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を

行う。 

【サンプル数】購入者１５人／者 

【調査項目】①評価できる点、②改善が必要な点、③購入理由 等 

【調査結果の活用】調査結果は、経営指導員等が分析し事業者に直接説明する形でフィード

バックし、商品の更なる改良等を行う。 
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５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

地区内小規模事業者は経営分析の重要性を認識しているが、日々の忙しさから主体的に自社の

分析に取組む事業者は少ない。経営指導員等による経営状況の実態把握は金融、税務相談時及び

補助金の申請を行う際に集中している。 

 

[課 題] 

販売する商品又は役務の内容、保有する技術又はノウハウ、経営資源の内容、財務の内容等の

現状を定量的に分析することの重要性について地区内小規模事業者への理解を深める取り組み

を行うと共に、経営状況の分析結果を、支援の基礎資料として経営改善のために活用することが

必要である。 

 

（２）目標 

実施内容 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

経営分析事業者数 ２９者 ３０者 ３０者 ３０者 ３０者 ３０者 

 

（３）事業内容 

巡回・窓口での相談者、販路拡大に意欲的な事業者や重点支援分野である管内の飲食業、飲食

料品製造業、飲食料品小売業、事業承継予定者を選定する。また、外部専門家なども活用し専門

的な分野の支援を図り、経営状況や経営課題の見える化を行うことで小規模事業者の伴走型支援

につなげていく。 

 

  ①経営分析の内容 

【支援対象】巡回・窓口での相談者、販路拡大に意欲的な事業者や重点支援分野である管内の

飲食業、飲食料品製造業、飲食料品小売業、事業承継予定者 

 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「非財務分析」の双方を行う。 

        ≪財務分析≫直近３期分の収益性、生産性、安全性及び成長性の分析 

        ≪非財務分析≫下記項目について、事業者の内部分析における強み、弱み、事業者

を取り巻く外部環境の脅威、機会を整理する。 

 

      

      

 

 

 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、全国商工会連合会「経営状況まとめシート」

を活用し、経営指導員等が分析を行う。非財務分析はＳＷＯＴ分析のフレームで整理す

る。 

 

 

 

 

 

 

（内部環境） （外部環境） 

・商品、製品、サービス ・技術、ノウハウ等の知的財産 

・仕入先、取引先    ・デジタル化、ＩＴ活用の状況 

・人材、組織      ・事業計画の策定・運用状況 

・商圏内の人口、人流 

・競合 

・業界動向 
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記 入 日： 記 入 者：

❸課金モデル

❶商品・サービス

❷調達・生産・原価

【実施体制】

❷有形資産 ❶ヒト（経営者・従業員・管理） ❸無形資産

❶ターゲット

❷販売窓口・販売ルート

経営状況 まとめシート 【事業所名： 】

❸販売促進・営業活動

令和  年 月 日

【商品・サービス】 【販売】

【外部環境】

◆ライバル ◆パートナー ◆お客様（市場） ◆環境

 
 

（４）分析結果の活用 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定時に活用する。さらに、データベー

ス化し内部共有することで、経営指導員のスキルアップにも活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

本会における事業計画策定支援は、補助金申請時や金融支援がほとんどである。経営環境の変

化が激しい中、事業を継続させるために事業計画策定は必須であるが、小規模事業者が自らの経

営発達のための事業計画を策定するための支援を行うケースは少ない。 

 

[課 題] 

経営状況の分析や需要動向調査の結果等を説明し、事業計画を作成する意義や重要性を理解し

てもらう取組みに加え、事業計画策定個別相談会のカリキュラムを見直すなど改善した上で広報

関係を強化する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても実質的な行動や意識変化を促

せるわけではないため、限られた経営資源の中で即効性のある販路拡大・生産性向上・経営改善・

事業承継等に特化した事業計画策定のメリットを周知し支援へとつなげていく。 

事業計画策定個別相談会については、中小企業診断士等専門家も活用し、本会によるフォロー

アップ体制も強化することによって、「５．経営状況の分析」を行った事業所の６割程度／年の

事業計画策定を目指す。 
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なお、重点支援分野である管内の飲食業、飲食料品製造業、飲食料品小売業、事業承継予定者

に対する事業計画策定支援を優先的に実施する。 

事業計画の策定前の段階においてＤＸに向けたセミナーを行い、小規模事業者の競争力の維

持・強化を目指す。 

また、創業セミナーを年１回開催し、新たに大町町で新規創業や第二創業を志す者の実現可能

性を高めるべく創業計画の作成を支援する。 

 

（３）目標 

 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

①ＤＸ推進セミナー ― １回 １回 １回 １回 １回 

②事業計画策定個別相

談会 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

③創業セミナー １回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業計画策定件数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

事業計画策定事業者数 １８者 １８者 １８者 １８者 １８者 １８者 

 

（４）事業内容 

①ＤＸ推進セミナーの開催 

ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際にＤＸに向けたＩＴツールの導

入やＷＥＢサイト構築等の取組を支援していくために、セミナーを開催する。 

 

【支援対象】経営分析を行った事業者の中でＩＴツール導入やＷＥＢサイト構築等の取組に 

前向きな事業者 

【開催概要】集団セミナーは年１回開催、参加者１回あたり１０名程度。チラシ作成配布､商

工会ＨＰにて広く募集する。テーマはＤＸ関連技術の具体的な活用事例やＥＣサ

イトの活用方法等、小規模事業者のＤＸ推進に向けた取り組みにメリットの高い

カリキュラムとする。また、セミナーを開催した事業者の中から取組意欲の高い

事業者に対しては、経営指導員による個別対応、経営指導を行う中で必要に応じ

てＩＴ専門家派遣を行う。 

 

②事業計画策定個別相談会の開催 

【支援対象】経営分析を行った事業者 

【開催概要】３日間程度の個別相談会を年２回開催、参加者は１回あたり８名程度。チラシ作

成配布、商工会ＨＰにて広く募集する。経営革新や事業承継など商工業者の個別

の課題解決のため経営指導員等が伴走支援し、より専門的な相談については専門

家と連携するなど小規模事業者の確実な事業計画策定につなげていく。 

 

③創業セミナーの開催 

【支援対象】大町町内で新規創業、第二創業を計画している方。 

【開催概要】創業支援に精通している専門家を講師として年１回開催する。参加者は１回あた 

り５名程度。チラシ作成配布、商工会ＨＰにて広く募集する。 
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７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

各種補助金採択者やマル経融資制度利用事業者などの事業計画策定事業所に対するフォロー

アップ支援については巡回、窓口指導時に進捗管理を行っているが、事業計画策定事業者に対す

る計画的なフォローアップは実施できていない。 

[課 題] 

事業計画策定事業者の目標達成に向けた進捗管理や目標未達成時の要因の洗い出し等の検

証・把握の為、経営指導員等が巡回指導時などに得た情報の共有化を図るとともに、小規模事業

者からも報告を受ける仕組みを整備し、フォローアップ状況を確認できる体制づくりを構築する

必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画策定後のフォローアップを効果的に行う為には、事業計画実施状況の確認作業である

ＰＤＣＡの「チェック」機能の充実と、未達の場合、必要に応じて修正作業を支援することが重

要である。 

事業計画策定後の支援は、事業計画を策定した全ての事業所を対象とするが、事業計画の進捗

状況をみながら集中的に支援すべき事業所と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障

のない事業所を見極めたうえで、フォローアップ頻度を設定する。 

 

（３）目標 

 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
２６者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

頻度 

（延回数） 
７８回 １００回 １００回 １００回 １００回 １００回 

売上増加 

事業者数 
― ４者 ６者 ６者 ８者 ８者 

利益率５％以上 

増加の事業者数 
― ４者 ６者 ６者 ８者 ８者 

 

（４）事業内容 

事業計画を策定した小規模事業者に対し計画進捗状況のフォローアップ支援を行う。フォロー

アップ支援の頻度は原則３ヵ月に１回を目標とするが、事業計画と実施内容にズレが発生してい

ると判断される事業所や、重点支援分野である飲食店、飲食料品製造業、飲食料品小売業、事業

承継事業者、創業者は頻度を２か月に１回とする。３ヵ月に１回の事業所はフォローアップ対象

事業者の５０％（１０者）、２か月に１回の事業者はフォローアップ対象事業者の５０％（１０

者）とする。 

計画と実施内容にズレが発生していると判断した場合は、中小企業診断士等外部専門家の視点

も投入し、ズレの要因を分析して早めに対応方法、計画の見直しを行う。 

フォローアップ内容は経営カルテ及び商工会基幹システムへ入力し、職員間で共有する仕組み

づくりを行い、ノウハウとして蓄積し次なる支援につなげる。 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

［現 状］ 

個店の売上アップを目的とした町内交流スペースでの「ふれあい朝市」の開催やご当地グルメ

「大町たろめん」の復活１０周年イベント、町内事業者の周知を目的とした「大町町事業者マッ

プ」の作成など様々な事業を行ってきたことにより、参加事業者の売上向上など一定の効果が得

られた。しかし、いずれの事業においてもその効果は町内及び近隣市町までにとどまっている。 

また、管内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開拓に関心があるものの、「高齢化」

「知識不足」「人材不足」等の理由により、ＩＴを活用した販路開拓等のＤＸに向けた取組が進

んでおらず、商圏が限られた範囲にとどまっている。 

 

［課 題］ 

需要動向調査を通じて得た情報をもとに、消費者・取引先が求める商品・製品を開発、商品改

良した上で展示会・商談会出展を進めていくとともに、販路開拓計画を練り上げることが求めら

れている。あわせて、展示会・商談会出展後のフォローアップ支援の強化が求められる。また、

新たな販路の開拓にはＤＸ推進が必要であることを理解・認識してもらい、取組を支援していく

必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

消費者・取引先が求める商品・製品は多岐にわたる。このため、事前の需要動向調査に基づき、

期待した成果を得られる商品開発体制の構築及びフォローアップを行う事で成果につなげてい

く仕組みを構築し、開発した商品は国道３４号線沿いにある「大町ふるさと館」やＥＣショップ

を活用し販路開拓を図っていく。あわせて、「３.地域経済動向調査」から「７．事業計画策定後

の実施支援」までの支援を実施した小規模事業者に対しては積極的に展示会商談会への出店を促

し、事業計画書の売上高の増加を達成できるようきめ細やかなフォローアップを行う。 

また、ＤＸに向けた取組として、データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳ情報発信、ＥＣ

サイトの利用等、ＩＴ活用による営業・販路開拓に関するセミナーの開催や相談対応を行い、理

解度を高めた上で、導入にあたっては必要に応じてＩＴ専門家派遣などを実施するなど事業者の

段階に合った支援を行う。 

 

（３）目標 

 現行 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

①新商品開発セミナー

参加事業者数 
― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

②商談会参加事業者数 ― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

成約件数／者 ― １者 １者 １者 １者 １者 

③ＳＮＳ利用事業者数 ― ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

売上増加率／者 ― １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 

④ＥＣサイト利用事業

者数 
― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

売上増加率／者 ― １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 
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（４）事業内容 

①新商品開発セミナーの開催 

大町町の特産品となる新商品の開発を行うために、管内小規模事業者を対象とした「新商品

開発セミナー」を開催する。セミナー参加者には、経営指導員等が商品開発に向けた支援を継

続し、デザインやパッケージ等専門性の高い分野については専門家を活用するなどして、新商

品開発につなげていく。 

 

②商談会・展示会出展支援 

経営分析を行った上で事業計画を策定した意欲の高い飲食店や食品製造事業者を選定し、地

域色の高い産品の販路開拓を支援する。商談会・展示会へは参加させるだけでなく、商談がス

ムーズに行えるようＦＣＰシートなどプレゼン資料の効果的な作成手法についても支援を行

うとともに、事後フォローとして名刺交換した商談相手へのアプローチ手法など、確実な成果

（成約）につながる支援を実施する。 

【参考】出展支援を行う商談会等 

〇ＦｏｏｄＥＸＰＯ九州 

福岡市で２日間開催される九州最大級の商談会。来場者は国内外のバイヤーに限定され、

国内の百貨店、スーパー等からアジア・欧米の大手バイヤー約１３０社が訪れる商談会であ

る。 

〇ニッポン全国物産展 

全国商工会連合会が主催する大型催事であり、東京都「池袋サンシャインシティ」で開催

される。全国の商工会会員事業所等が出展し、３日間で約１５万人の集客と全体売上１億円

を超える実績を有する物産展である。 

 

③ＳＮＳ活用支援 

大町町商工会における重点支援分野である飲食店、飲食料品製造業、飲食料品小売業は、現

状の顧客が近隣の商圏に限られている店舗が多く、より遠方の顧客の取込のため取り組みやす

いＳＮＳを活用し、情報発信の質を高める工夫や発信頻度を高める取り組みを通じ、宣伝効果

を向上させる支援を行う。 

 

④ＥＣサイト利用推進支援 

    近年の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、管内の飲食店、飲食料品製造業、飲食料

品小売業は、外出の自粛等により売り上げが激減している。その反面、巣ごもり消費の需要は

拡大しているため、遠方の顧客にも魅力ある商品を販売できるよう、経営指導員等によりＥＣ

サイトへの出店支援を行う。 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

毎年度自己評価をおこない、佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支援事業外部評価委員

会」に報告書を提出し評価を得ている。なお、評価結果については理事会等へ報告し、ホームペ

ージ等にて公表している。加えて、一部の数値目標については四半期ごとに実績を県連に報告し

て県内の他商工会と比較検討している。 

 

[課 題] 

四半期ごとに事業計画策定件数などの一部の数値目標については進行管理をおこなっている

ものの、経営発達支援事業全体の把握までには至っていない。 
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（２）事業内容 

法定経営指導員等による商工会内部において、四半期ごとに経営発達支援事業の進行状況をＰ

ＤＣＡ管理しながら課題等を分析し、県連に報告して県内の他商工会の状況と比較検討をおこな

い分析評価を深める。 

また、外部有識者（中小企業診断士等）、大町町担当課、法定経営指導員等をメンバーとして

「協議会」を設置し、年１回開催して評価の客観性を図る。協議会の評価結果は理事会等にフィ

ードバックしたうえで、事業方針等に反映させるとともにホームページおよび総会資料に掲載す

ることで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

[現 状] 

ＯＪＴによる資質向上としては、職員間での支援手法等の共有、支援内容のデータベース

化、専門家の高度かつ専門的な支援手法の習得に努めるなど、職員全体の支援スキルを高め

ている。 

ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上では、中小企業基盤整備機構・中小企業大学校・佐賀県商工

会連合会主催の各種研修会への参加、全職員による経営支援事例の共有、経営指導員等ＷＥ

Ｂ研修を受講するなど支援能力の向上を図っている。 

 

[課 題] 

ＯＪＴならびにＯＦＦ－ＪＴによる資質向上を実施することで、支援スキルについては一

定の効果があったものの、経験年数の浅い職員も増加しており、今後も継続しての知識習得

や職員間での情報共有を強化することが必要である。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会の積極的活用 

経営指導員及び支援員の経営支援能力の向上のため、中小企業基盤整備機構、中小企業大

学校が主催する「中小企業支援担当者等研修」および佐賀県商工会連合会主催の一般研修（法

令や施策）や経験年数に応じた階層別研修（知識や技能）、重要度や受講ニーズが高いテー

マ別研修（事業計画策定セミナー）に参加する。 

また、喫緊の課題である地域事業者のＤＸ推進への対応としては、啓発・普及および導入

に係る身近な相談の場となる佐賀県商工会連合会主催のＩＴフェアに参加する。経営指導員

および支援員のＩＴスキルを向上させるとともに、ニーズに合わせた相談・指導を可能にす

るため、ＤＸ推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセミナーについても積極的に参

加する。 

 

【ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組】 

（１）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

クラウド会計ソフト、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

（２）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

ホームページを活用した自社ＰＲ、連携ＥＣサイト活用促進（全国連）、オンライン展

示会への出展、テストマーケティング、ＳＮＳを活用した広報等 

（３）その他取組 

非接触オンライン経営相談等 
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②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な職員と経験年数の浅い職員がチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機

会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

     

③職員間の定期ミーティングの開催 

事務局長を含む職員全員による運営会議を毎月１回開催、経営支援課長等を中心とした経

営支援会議を毎週１回開催し、小規模事業者への各種支援施策と活用状況ならびにＩＴ等の

活用方法や具体的なツールの紹介について、意見交換等をおこなうことにより事例の共有と

支援能力の向上を図る。 

 

④データベース化 

経営指導員や支援員は、経営支援に関する内容について、基幹システムや商工会プラット

フォームにデータ入力を適時かつ適切におこなうことで、支援を継続している小規模事業者

の状況等を職員全員が相互共有できる。担当外職員においても一定レベル以上の対応ができ

るようにするとともに、支援ノウハウを蓄積し組織内で共有することで支援能力の向上を図

る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和６年５月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名  川  浪    敬 

■連絡先  大町町商工会  TEL：0952-82-5555 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業評価見直し

をする際の必要な情報の提供を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒849-2102 佐賀県杵島郡大町町大字福母４１９番地３ 

大町町商工会 TEL：0952-82-5555／FAX：0952-82-3662 

E-mail:oomachi@sashoren.or.jp 

 

②関係市町村 

〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町５０１７番地 

大町町役場 企画政策課 TEL：0952-82-3112／FAX：0952-82-3117 

E-mail:shoukou-kankou@town.omachi.saga.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定経営指導員   １名 

経営指導員     １名 

支援員       ２名 

 

大町町 

企画政策課  
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

必要な資金の額 2,300 2,500 2,700 2,700 2,700 

 

３．地域の経済動向調査 

４．需要動向調査 

６．事業計画策定支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業 

100 

400 

800 

1,000 

100 

600 

800 

1,000 

100 

800 

800 

1,000 

100 

800 

800 

1,000 

100 

800 

800 

1,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、県補助金、町補助金、手数料収入等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

  


